
令和３年度  うるま市社会福祉協議会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協が行う事業運営は、市民の皆さまをはじめ、多くの企業、 

団体からの会費や寄附金、市からの補助金などを財源に実施し 

ています。 

市民の皆さまには、社協の活動の趣旨にご賛同いただき、 

会員へのご加入をお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

社協の事業活動にご理解をいただき、会費を納めていただ 

いた個人・団体及び企業の皆さまです。 
 

 

 

 

 

 

 

戸別会費は、各自治会の自治会長や班長等を通じて、会費をいただいています。 

各会費の納入方法は、職員が集金にお伺いするほか、社協(本所･支所)窓口でも 

納入もできます。 
 

 

 

 

 
 

戸別会員 500円/世帯 社協の活動に賛同した世帯ごとの会員 

賛助会員 1,000円/1口 各企業の職員、市職員、民生委員児童委員及び社協役職員など 

団体会員 5,000円/1口 福祉団体、福祉施設及びスポーツ少年団など 

特別会員 5,000円/1口 市内外の企業、法人及び篤志家(個人)など 

 

◇ 社会福祉協議会とは？ ◇ 

住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、 

誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざす団体です。 

社会＝生活や暮らし 福祉＝幸せ・幸福 協議会＝話し合う場 

社協会員とは・・・？ 

会費の納め方は・・・？ 

会費の種類と金額 

社協マーク 

社会福祉の「社」を図案

化し、「手を取り合って、 

明るい、幸せな社会を建

設する姿」を表現してい

ます。 



お問い合わせ   社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会 

〒904-2214 うるま市安慶名一丁目 8 番 1 号（うるま市健康福祉センター内 F2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協会費の使われ方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇社協では下記のような事業も実施しております。 
 

ボランティアセンター､総合相談事業､生活福祉資金貸付事業､権利擁護事業､ 

地域活動支援センターあいあい､地域支援体制整備事業､ふれあいｺｰﾙ事業､ 

生きがい活動支援通所事業 (ミニデイサービス )､障害者社会参加促進事業､ 

各福祉団体支援(民生委員児童委員協議会､老人クラブ､母子会､障がい者協会他)､ 

社協だよりやホームページ､SNS 等の広報活動など､また､与那城支所では 

居宅介護支援事業、通所介護事業も実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 会費納入実績 ８，６４３，４９９円  

●戸別会費 7,334,400 円（約 146,689 世帯） 1 世帯あたり      500 円 

●賛助会費   424,099 円（約 424 人）     1 人あたり     1,000 円 

●団体会費   170,000 円（34 団体）      1 団体あたり     5,000 円 

●特別会費   715,000 円（107 企業）    1 企業､1 法人あたり 5,000 円 

会員加入へのご協力、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  ●法人運営事業 

 ◇法人運営に係る運営費や各種事業に係

る事務費など 

●福祉団体育成事業 

 ◇各自治会にある福祉協力会 

 ◇各自治会や福祉団体への助成 

 ※各自治会より納めていただいた額の 40％を、各自治会 

にある福祉協力会へ助成しております。 

●福祉バス貸出事業 

 ◇福祉団体などへ貸出しているマイクロバス 

の維持費など(地域限定） 

令和 3年度予算額  ９，０００，０００円  


